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■内部通報制度

経営機構は、会社法で規定されている株式会社の機関
である取締役会と監査役会を基本としています。会社法に
基づく経営の意思決定事項は取締役会、その他の重要事
項は経営会議において決定しています。
また、執行役員制度を導入し、法令の範囲内で経営の意
思決定および監督機能と業務執行の分離・区分に努めて
います。
取締役は代表取締役2名を含めて8名、執行役員は取締

役兼務者6名を含めて17名です。社外取締役は選任して
いません。取締役候補は、当社グループの経営理念を実現
し、社会的責任を果たすためにふさわしい資質・能力を持っ
た人材を、取締役会で決定の上で株主総会に上程し、その
議決をもって選任されています。監査役は5名で、そのうち
社外監査役を3名選任しています。また、監査役室を設置
し、監査役の業務を全般的に補助しています（2010年8月
31日現在）。
なお、証券取引所が定める上場に関する規程が改定さ
れ、一般株主の利益保護を目的として独立役員制度が導
入されたことにより、2010年3月に社外監査役の中から独
立役員1名を選任しました。

選任にあたっては、証券取引所が定めるガイドライン等
により、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者とし
て最適と判断したものです。
そのほかにCSR経営委員会を設置し、事業活動のあり方

をCSRの観点から見直し、コーポレート・ガバナンスの強化
を推進しています。
取締役および執行役員の報酬については、業績連動型

報酬制度を導入しています。

2006年5月16日に取締役会で決議した「内部統制シス
テム構築の基本方針」（2008年3月31日取締役会決議に
て一部改訂）に基づき、①コーポレート・ガバナンス、②リス
ク・コンプライアンス、③財務報告の観点から内部統制シ
ステムの構築に取り組んでいます。
2009年度はグループのリスク管理体制の整備を推進

するために、子会社を含めた経営幹部層を対象にリスク管
理研修を実施しました。
また、金融商品取引法に基づく財務報告に関する内部統
制については、グループを挙げて確実かつ有効な運用を行
なっています。

■コーポレート・ガバナンス体制図

2005年3月に「コンプライアンス基本方針」を公表し、併
せて「コンプライアンス規程」を制定しました。当社の「コン
プライアンス」の定義は、狭義の法令遵守にとどまらず、法
令の背景にある社会通念やグループ経営理念、当社行動
指針、社内諸規定の遵守を含むものとなっています。

「リスク管理・コンプライアンス委員会」のもと、リスク管
理とコンプライアンスの一体的な推進活動を展開していま
す。コンプライアンス意識の浸透を図るため、各種階層別
研修やグループ会社トップ層向けＣＳＲ研修などを実施し
教育啓発に取り組んでいます。
また、他社事例を用いた研修用教材等を作成し、事業所
巡回研修やグループ会社推進者研修に使用しています。

企業経営に関わる重要な法律への理解を深め、当社グ
ループのコンプライアンス体制整備の一助とするため、法
令改正への対応などを中心とした法務情報を共有する場
として、グループ会社の経営層・法務担当者による懇談会
を2005年度から開催しています。2009年度は以下の
テーマで行ないました。

公益通報者保護法の制定に基づき2005年8月より「コ
ンプライアンス・ホットライン」を設置しています。

コンプライアンス基本方針（要旨）

● 経営理念、行動指針、社会規範の遵守

● 社内諸制度・規程の整備と周知徹底

● グループ各社の連携と教育・啓発活動推進

● 問題発生時の適切な対応と施策打ち出し

● 必要な情報の適時･適切な開示とコミュニケーション

● 国際基準・ルール遵守と現地文化・習慣尊重

● 反社会的勢力・団体の不正・不当な要求拒否

2009年10月30日第12回 ・借地・借家の法律
・実践！借地・借家

90社
96名

2010年2月10日第13回 ・独占禁止法改正のポイント
・独占禁止法のあらまし（その1）

91社
100名

開催日 参加人数 テーマ

取締役会
経営の意思決定・監督

監査役室
監査役の補助

監査役会
業務監査

会計監査人
会計監査

執行役員
業務執行

経営会議
重要案件の審議

監査部
内部監査

※高度な専門性などが要求される意思決定や業務執行にあたっては、常任の法律顧問をはじめ、顧問法律事務所、経営コンサルタント等、専門家のアドバイスを受けています。

選任・解任 選任・解任

選任・解任
監督

選任・解任

株 主 総 会

本社、カンパニー、各事業所

CSR経営委員会

監査制度

最高責任者 ： 社長

統括責任者 ： 総務部担当役員

リスク管理・
コンプライアンス委員会

委員長 ： 統括責任者（総務部担当役員）
委　員 ： 本社各事業所長

年次活動
計画

事務局 ： 総務部

内部通報制度

本社各事業所
（研究所・技術開発センター含む）

工場・支店
リスク管理・コンプライアンス責任者
リスク管理・コンプライアンス推進者

リスク管理・コンプライアンス責任者
リスク管理・コンプライアンス推進者

グループ会社

従業員等

■コンプライアンス推進体制図

■2009年度グループ法務懇談会開催実績

コーポレート・ガバナンス

内部統制システム

コンプライアンス基本方針 コンプライアンス推進活動

●グループ法務懇談会

●内部通報制度

※通報受付窓口は社内（総務部CSR推進グループ）、社外(弁護士事務所)にありま
す。社内では、担当者だけが入室できる施錠された専用の部屋に専用回線の電
話・FAXと専用アドレスのパソコンを設けています。この制度を利用したことを理
由に通報者に不利益な取り扱いがなされないよう「内部通報制度運用規程」に定
めています。
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コンプライアンス

当社は「行動指針」において「法令遵守と社会の良識に則り行動する」ことを宣言し、コンプライアンスはCSR
経営の基盤と考え、従業員の教育や意識啓発などを中心に取り組んでいます。


